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(57)【要約】
　防腐剤増強剤とレオロジー改質剤とを含むローション
エマルション組成物であって、防腐剤増強剤が、カプリ
ル酸ソルビタン、カプリル酸／カプリン酸グリセリル、
又はこれらの組み合わせの１つを含み、レオロジー改質
剤がヒドロコロイドを含み、ローションエマルション組
成物のｐＨが約４．２未満であり、防腐剤増強剤とレオ
ロジー改質剤とを合わせた量が、全ローションエマルシ
ョン組成物の約０．３重量％未満である、ローションエ
マルション組成物。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　防腐剤増強剤とレオロジー改質剤とを含むローションエマルション組成物であって、
　ａ．前記防腐剤増強剤が、カプリル酸ソルビタン、カプリル酸／カプリン酸グリセリル
、又はこれらの組み合わせの１つを含み、
　ｂ．前記レオロジー改質剤がヒドロコロイドを含み、
　ｃ．ローションエマルション組成物のｐＨが４．２未満であり、
　ｄ．前記防腐剤増強剤と前記レオロジー改質剤とを合わせた量が、全ローションエマル
ション組成物の０．３重量％未満である、
ローションエマルション組成物。
【請求項２】
　ローション安定性試験法に基づいて安定である、請求項１に記載のローションエマルシ
ョン組成物。
【請求項３】
　前記レオロジー改質剤がキサンタンガムである、請求項１に記載のローションエマルシ
ョン組成物。
【請求項４】
　前記レオロジー改質剤の量が、ローションの０．０６重量％である、請求項１に記載の
ローションエマルション組成物。
【請求項５】
　前記防腐剤増強剤がカプリル酸ソルビタンである、請求項１に記載のローションエマル
ション組成物。
【請求項６】
　前記防腐剤増強剤がカプリル酸／カプリン酸グリセリルであり、前記カプリル酸／カプ
リン酸グリセリルがモノ－又はジ－グリセリドである、請求項１のローションエマルショ
ン組成物。
【請求項７】
　前記防腐剤増強剤の量が、ローションの０．２重量％である、請求項１に記載のローシ
ョンエマルション組成物。
【請求項８】
　前記ローションが、ローション乾燥速度法に基づいて６．５％質量／分よりも大きい平
均乾燥速度を有する、請求項１に記載のローションエマルション組成物。
【請求項９】
　前記ローションが、ローション粘着力法にしたがって２０ｇ未満の平均粘着性を有する
、請求項１に記載のローションエマルション組成物。
【請求項１０】
　皮膚軟化剤を更に含む、請求項１に記載のローションエマルション組成物。
【請求項１１】
　キレート剤を更に含む、請求項１に記載のローションエマルション組成物。
【請求項１２】
　安息香酸ナトリウムを更に含む、請求項１に記載のローションエマルション組成物。
【請求項１３】
　請求項１に記載のローションエマルション組成物を含浸させた、ウェットワイプ。
【請求項１４】
　基材を更に含み、前記ローションの装填量が２．５ｇ／ｇローション／基材～５．０ｇ
／ｇローション／基材である、請求項１３に記載のウェットワイプ。
【請求項１５】
　皮膚を拭く方法であって、前記皮膚を請求項１３に記載の前記ウェットワイプと接触さ
せる工程を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本開示は、ウェットワイプに使用するためのローションエマルション組成物を含む。ロ
ーションエマルション組成物は、微生物の増殖を制限するための防腐剤システムを含む。
【背景技術】
【０００２】
　ウェットワイプ（ウェットティッシュ）は、ローションを含浸した多孔質又は吸収性シ
ートで構成され、シートが乾燥するのを防ぐために気密式の容器又は包装に入れられて販
売及び保管される。ウェットワイプは、様々な用途に合わせて製造されている。その２つ
の主な用途のカテゴリーとしては、第一に、床又は台所の表面などの硬質表面の拭き取り
などの一般的な家庭用拭き取り用途のもの、及び第二に、メーキャップ落とし、又は新し
いおむつをつける前に乳児をきれいに拭くこと、又は食事の後若しくは旅行中に肌を単純
にリフレッシュするものなどの個人向けのクレンジング用途で製造されたものがある。ワ
イプには、女性用ヘルス製品及び成人用失禁製品としての用途もある。
【０００３】
　人の肌のクレンジングを目的としたワイプの大部分のものは、乳児及び小児に使用され
るために設計されたウェットワイプである。これらのワイプは、特に赤ちゃんのおむつを
交換する際に親によって新しいおむつ又はおしめをあてる前に肛門周囲の領域の余分な糞
便又は尿の残留物を拭き取るために使用される。ウェットワイプは、拭き取りに効果的で
あるのと同時に赤ちゃんの肌に非常に優しくかつ低刺激であることが求められる。これは
、赤ちゃんの性器及び肛門の周囲の皮膚が、尿及び糞便と長時間接触した後では極めて敏
感になるか又はかぶれやすくなり得ることを考慮すると特に重要である。
【０００４】
　効果的な拭き取りを可能にすると同時に皮膚に対して低刺激である、という二重の目的
は、通常、ウェットワイプの製造において両立が困難な課題である。これは、効果的な拭
き取り及びウェットワイプの防腐効果に求められる化合物は、しばしば人の皮膚にとって
低刺激とはいえないものであるためである。
【０００５】
　ウェットワイプ製品が規制当局の承認を得るためには、ローション／基材媒体中で許容
される微生物の増殖についての厳しい制約がある。これらの基準を満たすため、すべての
ワイプ製品は、公知の防腐剤化合物による一定の防腐処理を必要とした。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　微生物の増殖に対する防腐剤システムの有効性の要求条件を満たすとともに、刺激性を
有する公知の防腐剤化合物に代わる低刺激のウェットワイプが開発されることが望ましい
。更に、皮膚に優しいものとするために極めて低濃度の物質を含む一方で、同時に、消費
者にとって好ましい特性であるより速やかなローションの乾燥速度及び改善された肌触り
を与える、防腐処置が施された安定なローションエマルション組成物が開発されることが
望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本開示の態様は、防腐剤増強剤と、レオロジー改質剤とを含むローションエマルション
組成物であって、
　ａ．防腐剤増強剤が、カプリル酸ソルビタン、カプリル酸／カプリン酸グリセリル、又
はこれらの組み合わせの１つを含み、
　ｂ．レオロジー改質剤がヒドロコロイドを含み、
　ｃ．ローションエマルション組成物のｐＨが約４．２未満であり、
　ｄ．防腐剤増強剤と前記レオロジー改質剤とを合わせた量が、全ローションエマルショ
ン組成物の約０．３重量％未満である、ローションエマルション組成物を含み得る。
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【０００８】
　本発明の別の態様は、ローションエマルション組成物が、従来の製品よりも速い乾燥速
度を与え得ることである。
【０００９】
　本発明の別の態様は、ローションエマルション組成物が、従来の製品よりも低い粘着力
を与え得ることである。
【００１０】
　本発明の更なる態様は、ローションエマルション組成物を含むか若しくは含浸したウェ
ットワイプ、又はローションエマルション組成物を含む１以上のウェットワイプを収容し
た容器を含む商品を含み得る。
【００１１】
　本発明のローションエマルション組成物においては、驚くべきことに、防腐剤増強剤が
、例えば香料又はシリコーン含有材料のような疎水性材料の充分な乳化をもたらすことが
でき、これにより、低濃度のカプリル酸ソルビタン又はカプリル酸／カプリン酸グリセリ
ルなどの防腐剤増強剤を含む防腐剤システムは、キサンタンガムなどのレオロジー改質剤
が低濃度であっても安定したシステムを形成することができる。理論に束縛されるもので
はないが、キサンタンガム及びカプリル酸ソルビタン又はカプリル酸／カプリン酸グリセ
リルのようなレオロジー改質剤及び防腐剤増強剤は、協働して作用することで低い濃度で
使用される場合であっても、ローションエマルション組成物中の他の疎水性成分の充分な
乳化をもたらすものと考えられる。
【００１２】
　更に、本発明のローションエマルション組成物においては、驚くべきことに、キサンタ
ンガム及びカプリル酸ソルビタン又はカプリル酸／カプリン酸グリセリルのような低濃度
のレオロジー改質剤及び防腐剤増強剤の使用によって、より速やかなローション乾燥速度
とより低い粘着性がもたらされる。理論に束縛されるものではないが、低濃度のレオロジ
ー改質剤が水蒸気のより速やかな放出を可能とする一方で、防腐剤増強剤が更なる潤滑を
同時に与えるものと考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】ローションエマルション組成物が規定の表面上で乾燥する間にローションエマル
ション組成物が示す粘着力の平均の量を測定するために使用することができる装置の一部
である、粘着力プローブの図である。
【図２】ローションエマルション組成物が規定の表面上で乾燥する間にローションエマル
ション組成物が示す粘着力の平均の量を測定するために使用することができる装置の一部
である、粘着力プローブの図である。
【図３】ローションエマルション組成物が規定の表面上で乾燥する間にローションエマル
ション組成物が示す粘着力の平均の量を測定するために使用することができる装置の一部
である、粘着力プローブの図である。
【図３Ａ】ローションエマルション組成物が規定の表面上で乾燥する間にローションエマ
ルション組成物が示す粘着力の平均の量を測定するために使用することができる装置の一
部である、粘着力プローブの図である。
【図４】ローションエマルション組成物が規定の表面上で乾燥する間にローションエマル
ション組成物が示す粘着力の平均の量を測定するために使用することができる装置の一部
である、ベースプラットフォームの図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下の定義は、本開示を理解するうえで有用であり得る。
【００１５】
　「汚れ」は本明細書では、拭き取られる面にとって外来の物質を指す。例えば、汚れに
は、身体排出物、家庭から出る物質、及び屋外の物質が含まれる。身体排泄物には、糞便
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、経血、尿、嘔吐物、粘液などが含まれる。家庭から出る物質には、食品、飲料、それら
の組み合わせなどが含まれる。屋外の物質には、土、泥、雪、塗料、クレヨンなどが含ま
れる。
【００１６】
　本明細書において、「基材」とは、主として二次元（すなわちＸＹ面）であり、かつ、
その厚さ（Ｚ方向）が基材の長さ（Ｘ方向）及び幅（Ｙ方向）と比較して比較的小さい（
すなわち１／１０以下）材料を指す。基材の非限定的な例としては、ウェブ、１乃至複数
の層又は繊維性材料、不織布、ポリマーフィルム又は金属箔などのフィルム及び箔が挙げ
られる。これらの材料は、単独で使用されてもよく、又は互いに接合された２以上の層か
らなるものでもよい。このようなウェブは基材である。
【００１７】
　「不織布」とは、本明細書では、連続繊維、共押出繊維、不連続繊維、及びそれらの組
み合わせのアセンブリから、織ること又は編むことなく、スパンボンディング、カーディ
ング、メルトブローイング、エアレイイング、湿式レイイング、コフォーミング、又はこ
うした目的において当該技術分野では公知の他のこうしたプロセスによって製造される繊
維構造を指す。
【００１８】
　「充填する」とは、基材にローションエマルション組成物を塗布してウェットワイプを
形成するプロセスを指す。「充填された」基材は、ローションエマルション組成物と結合
している。
【００１９】
　本明細書において「ＱＳ」とは「適量」を指し、全体の組成物の量を１００％とするた
めに充分な、組成物に添加される水の比率（％）である。
【００２０】
　本明細書で使用するところの比率（％）は、特に断らない限り、ローションエマルショ
ン組成物の総重量に対するその成分の重量として与えられる。比率（％）は、１００％の
有効成分材料を反映している。例えば、ある成分が、分散液に対して５０重量％の成分濃
度を有する分散液として入手される場合、１００％の有効成分の当量を得るには、２倍の
重量の分散液をローションエマルション組成物に添加すればよい。
【００２１】
　本明細書において範囲の両端として開示される値は、列挙される正確な数値に厳密に限
定されるものとして理解されるべきではない。むしろ、特に断らない限り、それぞれの数
値範囲は、列挙される値及びその範囲内の任意の整数の両方を意味するものとする。例え
ば、「１～１０」として開示される範囲は、「１、２、３、４、５、６、７、８、９、１
０」を意味するものとする。
【００２２】
　本開示では、皮膚を拭きとるためのウェットワイプの使用について述べているが、本開
示のローションエマルション組成物は、ティッシュ、ペーパータオル、トイレットペーパ
ーなどを含む様々な基材と使用することができる点は認識されるはずである。基材にロー
ションエマルション組成物を直接充填してもよく、又はローションエマルション組成物を
使用時に液体又はスプレーの形で基材に塗布することもできる。更に、本開示の基材は、
カウンタートップ、壁、床などを含む、皮膚以外の他の様々な表面を拭くために使用する
こともできる。
【００２３】
　ローションエマルション組成物
　微生物の増殖の抑制は、ウェットワイプにおける使用を目的としたローションエマルシ
ョン組成物などの水ベースの製品において有益であり得る。ローションエマルション組成
物は、防腐剤システムを含むことができる。特定の例示的な構成では、防腐剤システムは
、防腐剤増強剤と１以上の防腐剤とを含み得る。防腐剤とは、微生物の増殖を低減させる
ことにより、（開封済み又は未開封の）基材のパッケージの保管寿命を延ばすことができ
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、拭き取りプロセスにおいて皮膚に転移される際に微生物が増殖しづらい環境を作りだす
ような化合物若しくは天然化合物、又は複数の化合物の組み合わせとして理解することが
できる。
【００２４】
　防腐剤の活性のスペクトラムには、細菌、カビ、及び酵母が含まれ得る。かかる微生物
のそれぞれは、防腐剤によって死滅させることができる。考慮するべき別の作用機序とし
ては、微生物を能動的に死滅させずにその増殖速度を低下させることであり得る。しかし
ながらいずれの作用によっても微生物の集団は劇的に減少する。
【００２５】
　約５未満のｐＨにおけるクエン酸塩－クエン酸緩衝システムのような低ｐＨ緩衝システ
ムを防腐剤システムの一部として用いることもできる。特定の代表的な構成では、ローシ
ョン組成物のｐＨを（例えば、約５未満のｐＨに）下げるのに充分な量で使用される酸性
化合物が、防腐剤として、又は他の防腐剤成分の増強剤として有用であり得る。
【００２６】
　ローションエマルション組成物は、水などの担体を更に含む。ローションエマルション
組成物は、約５０重量％超、約６０重量％超、約７０重量％超、約８０重量％超、約９０
重量％超、約９５重量％超、約９６重量％超、又は約９７重量％超の水を含むことができ
る。ローションエマルション組成物は、約３～約５、又は約３．５～約４．２、又は４未
満の範囲のｐＨを有することができる。更に、ローションエマルション組成物は、米国特
許第７，６６６，８２７号、同第７，００５，５５７号、同第８，２２１，７７４号、並
びに米国特許出願公開第２０１１／０２６８７７７号に記載されるものなどの界面活性剤
、皮膚軟化剤、フィルム形成剤、防腐剤、ｐＨ緩衝剤、レオロジー改質剤などの様々な任
意成分を含むことができる。例えば、ローションエマルション組成物は、香料、アロエ、
及びカモミールなどの任意成分を含むことができる。
【００２７】
　防腐剤増強剤
　防腐剤システムは、１以上の防腐剤増強剤を含むことができる。代表的な防腐剤増強剤
としては、カプリル酸ソルビタン、カプリル酸／カプリン酸グリセリル、又はこれらの組
み合わせが挙げられる。代表的なカプリル酸ソルビタンとしては、Ｃｌａｒｉａｎｔによ
りＶＥＬＳＡＮ（登録商標）ＳＣの商品名で製造されるものがある。代表的なカプリル酸
／カプリン酸グリセリルとしては、いずれもＰｅｔｅｒ　Ｃｒｅｍｅｒより販売されるＣ
ｒｅｍｅｒＣＯＯＲ（登録商標）ＧＣ８１０、ＣｒｅｍｅｒＣＯＯＲ（登録商標）ＧＣ８
、若しくはＩＭＷＩＴＯＲ（登録商標）７４２、又はＡｂｉｔｅｃより販売されるＣＡＰ
ＭＵＬ（登録商標）７０８Ｇがある。
【００２８】
　ローションエマルション組成物は、約０．０５重量％～約０．２９重量％の防腐剤増強
剤を含むことができる。特定の実施形態では、ローションエマルション組成物は、最大で
約０．２重量％の防腐剤増強剤を含むことができる。
【００２９】
　レオロジー改質剤
　ローションエマルション組成物は、１以上のレオロジー改質剤を含むことができる。レ
オロジー改質剤は、組成物中の疎水性物質の液滴の合体を低減又は防止することによって
ローションエマルション組成物の安定化を助けることができる。
【００３０】
　レオロジー改質剤の非限定的な例としては、これらに限定されるものではないが、キサ
ンタンガムなどの天然ゴムが挙げられる。レオロジー改質剤は、ローションエマルション
組成物中に存在する場合には、約０．０１重量％～約０．１重量％の範囲、又は約０．０
６重量％で存在することができる。
【００３１】
　防腐剤システム
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　ローションエマルション組成物の防腐剤システムは、１以上の防腐剤増強剤を、１以上
の防腐剤と組み合わせて含むことができる。防腐剤増強剤と防腐剤とを含むローションエ
マルション組成物を有するウェットワイプは、防腐剤増強剤を含まずに防腐剤を含むロー
ションエマルション組成物を有するウェットワイプと比較して向上した抗微生物性能を有
し得ることが示されている。その結果、ローションエマルション組成物が、防腐剤増強剤
を含まずに防腐剤を含む場合に使用される防腐剤の濃度と比較して、防腐剤増強剤を含む
ローションエマルション組成物中にはより低い濃度の防腐剤を使用することができる。
【００３２】
　ローションエマルション組成物は、１以上の防腐剤を含むことができる。防腐剤は有機
酸又はその塩を含み得る。代表的な有機酸としては、安息香酸及びソルビン酸が挙げられ
る。有機酸の代表的な塩としては、例えば、安息香酸ナトリウム及びソルビン酸カリウム
が挙げられる。
【００３３】
　ローションエマルション組成物は、最大で約０．３％、又は約０．０５％～約０．２５
％の防腐剤を含むことができる。特定の実施形態では、ローションエマルション組成物は
、約０．１８％～０．２４％の防腐剤を含むことができる。
【００３４】
　ローションエマルション組成物の防腐剤システムは、更なる化合物、例えば、エチレン
ジアミン四酢酸（ＥＤＴＡ）及びその塩、又はジエチレントリアミン五酢酸（ＤＴＰＡ）
などのキレート剤を含むことができる。
【００３５】
　特定の代表的な構成では、ローションエマルション組成物のｐＨを（例えば、約５未満
のｐＨに）下げるのに充分な量で使用される酸性化合物が、防腐剤システムの一部として
有用であり得る。約５未満、又は約４未満のｐＨで、クエン酸三ナトリウムとクエン酸な
どの低ｐＨ緩衝システムを防腐剤システムの一部として用いることもできる。
【００３６】
　代表的なウェットワイプは、防腐剤増強剤と防腐剤とを含むローションエマルション組
成物を含むことができる。代表的な一構成では、ローションエマルション組成物は、カプ
リル酸ソルビタン及び／又はカプリル酸／カプリン酸グリセリル及び安息香酸ナトリウム
を含むことができる。更なる代表的な一構成では、ローションエマルション組成物は、カ
プリル酸ソルビタン及び／又はカプリル酸／カプリン酸グリセリル、安息香酸ナトリウム
、ＥＤＴＡ、及び約４未満のｐＨでクエン酸塩－クエン酸緩衝システムを含むことができ
る。
【００３７】
　防腐剤増強剤と防腐剤とを含むローションエマルション組成物を、基材の約２００重量
％～約６００重量％の充填量で基材に取り込ませることができる。特定の代表的な実施形
態では、基材を含むウェットワイプは、約３２５％～４６０％のローション充填量でロー
ションエマルション組成物を含むか又は含浸させることができる。
【００３８】
　ローションエマルション組成物の任意成分
　更なる成分をローションエマルション組成物に加えることができる。ローションエマル
ション組成物は、一般的に以下の成分のいずれか、すなわち、皮膚軟化剤、界面活性剤、
レオロジー改質剤、又は調質剤、着色剤、不透明化剤、無痛化剤（sooting agents）、並
びに治癒有効成分及び皮膚保護剤などの医学的有効成分などの他の補助成分を含むことが
できる。なお、成分化合物の中には複数の機能を有するものもあり、すべての化合物がロ
ーションエマルション組成物中に必ずしも存在する必要はない。
【００３９】
　皮膚軟化剤
　ローションエマルション組成物は、皮膚軟化剤を含むことができる。皮膚軟化剤は、（
１）汚れ残留物（例えば、糞便残留物若しくは乾燥した尿残留物又は経血残留物）を水和
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することにより、それらの皮膚からの除去を促し、（２）皮膚を水和することにより、皮
膚の乾燥及び刺激を低減し、（３）皮膚軟化剤が皮膚上に堆積され、皮膚の表面に薄い保
護層として残留することでその後の刺激（例えば、吸収性物品の摩擦によって生じる）か
ら皮膚を保護し、（４）ローションエマルション組成物及び／又は皮膚に望ましい触感を
与えることができる。
【００４０】
　皮膚軟化剤には、シリコーンオイル、官能化シリコーンオイル、炭化水素油、脂肪アル
コール、脂肪アルコールエーテル、脂肪酸、一塩基性及び／又は二塩基性及び／又は三塩
基性及び／又は多塩基性カルボン酸と一価及び多価アルコールとのエステル、ポリオキシ
エチレン、ポリオキシプロピレン、脂肪アルコールのポリオキシエチレン及びポリオキシ
プロピレンエーテルの混合物、並びにこれらの混合物を挙げることができる。皮膚軟化剤
は、飽和又は不飽和のいずれであってもよく、脂肪族の性質を有し、かつ直鎖若しくは分
枝鎖であってよく、又は脂環式環若しくは芳香環を含有してもよい。
【００４１】
　特定の代表的な構成では、ローションエマルション組成物は、Ｄｅｇｕｓｓａ　Ｃａｒ
ｅ　Ｓｐｅｃｉａｌｔｉｅｓより販売されるＡＢＩＬ（登録商標）ＣＡＲＥ　８５として
知られるＢｉｓ－ＰＥＧ／ＰＰＧ－１６／１６　ＰＥＧ／ＰＰＧ－１６／１６ジメチコン
と組み合わせて、カプリル酸／カプリン酸トリグリセリドとの混合物を含むことができる
。
【００４２】
　界面活性剤
　ローションエマルション組成物は、１以上の界面活性剤を含むことができる。界面活性
剤は、個々の界面活性剤又は界面活性剤の混合物とすることができる。界面活性剤は、ポ
リマー界面活性剤であっても又は非ポリマー面活性剤であってもよい。界面活性剤又は界
面活性剤の組み合わせは低刺激性のものであってよく、これは界面活性剤が充分なクリー
ニング又は洗浄効果を与える一方で、皮膚を過度に乾燥させず、又は他の形で皮膚に害を
及ぼすか若しくは損傷を与えないことを意味する。界面活性剤は、ローションエマルショ
ン組成物中に存在する場合には、ローションエマルション組成物の約０．０５重量％～約
１重量％の範囲の量で存在することができる。
【００４３】
　特定の代表的な構成では、界面活性剤は、Ｃｌａｒｉａｎｔにより製造されるＥＭＵＬ
ＳＯＧＥＮ（登録商標）ＨＣＷ０４９などのＰＥＧ－４０硬化ヒマシ油を含むことができ
る。
【００４４】
　基材
　本開示のローションエマルション組成物は、基材に充填してウェットワイプを形成する
ことができる。基材は不織布材料であってよい。不織布材料は、かかる繊維アセンブリの
１つ以上の層を含んでもよく、その各層は、連続繊維、共押出繊維、不連続繊維、及びこ
れらの組み合わせを含んでもよい。
【００４５】
　基材の繊維は、任意の天然、セルロース系、及び／又は完全な合成材料で構成すること
ができる。天然繊維の例としては、広葉樹源、針葉樹源、又はその他の非木質植物からの
繊維などのセルロース系天然繊維を挙げることができる。天然繊維は、セルロース、デン
プン、及びこれらの組み合わせを含んでもよい。適当なセルロース系天然繊維の非限定的
な例としては、木材パルプ、典型的な北部針葉樹クラフト、典型的な南部針葉樹クラフト
、典型的なＣＴＭＰ、典型的な脱インキパルプ、コーンパルプ、アカシア、ユーカリ、ア
スペン、ヨシパルプ、カバノキ、カエデ、ラジアータパイン、及びこれらの組み合わせが
挙げられる。植物由来の天然繊維の他の供給源としては、アルバーディン（albardine）
、エスパルト、麦、稲、トウモロコシ、サトウキビ、パピルス、ジュート、ヨシ、サビア
（sabia）、ラフィア、竹、サイダル（sidal）、ケナフ、アバカ、サンヘンプ、レーヨン
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（ビスコースとしても公知）、リヨセル、綿、麻、亜麻、ラミー、及びこれらの組み合わ
せが挙げられる。更なる他の天然繊維としては、ダウン、羽毛、絹、綿、及びこれらの組
み合わせなどの他の天然非植物源からの繊維も挙げられる。天然繊維は、所望の特性を付
与するように機械的若しくは化学的に処理するか又は他の形で改質されてもよく、あるい
はそれらが自然界で見られる形態に概ね似た形態であってもよい。天然繊維の機械的及び
／又は化学的操作は、本明細書に述べられる開発の点で天然繊維とみなされるものからそ
れらを除外しない。
【００４６】
　合成繊維は、ポリエステル（例えば、ポリエチレンテレフタレート）、ポリオレフィン
、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエーテル、ポリアミド、ポリエステルアミド、ポ
リビニルアルコール、ポリヒドロキシアルカノエート、多糖類、及びこれらの組み合わせ
からなる群から選択されるものなどの任意の材料であってよい。更に、合成繊維は、一成
分（すなわち、単一の合成材料又は混合物が繊維全体を構成する）、２成分（すなわち、
繊維は、２以上の異なる合成材料又はその混合物を含む複数の領域に分割され、共押出繊
維及び芯鞘型繊維を含み得る）、及びこれらの組み合わせであってよい。２成分繊維は、
構造の構成繊維として使用することができ、かつ／又は繊維構造中に存在する他の繊維の
バインダーとして機能するために存在してもよい。合成繊維のいずれか又はすべてのもの
を、繊維のいずれかの望ましい性質を変えるために、製造の前、製造の間、又は製造の後
に処理することができる。基材は、親水性繊維、疎水性繊維、又はこれらの組み合わせを
含むことができる。
【００４７】
　基材は、異なる比率（％）の天然及び／又は合成繊維を含むことができる。例えば、特
定の代表的な構成では、基材は１００％合成繊維を含むことができる。別の代表的な構成
では、基材は天然及び合成繊維を含むことができる。例えば、基材は、約０％～約９０％
の天然繊維を含み、残部を合成繊維で構成することができる。基材は、１０％、２０％、
３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、又は８０％の天然繊維を含むことができる。
【００４８】
　特定の構成では、所望の特性を付与するために特定の繊維の組み合わせを有することが
望ましい場合もある。例えば、特定の長さ、幅、粗さ、又は他の特性を有する繊維を特定
の層で組み合わせるか、又は互いに別々の層とすることが望ましい場合がある。繊維は実
質的に任意の径のものでよく、約１ｍｍ～約６０ｍｍの平均の長さを有することができる
。平均の繊維長さとは、真っ直ぐに伸ばされた場合の個々の繊維の長さのことを指す。繊
維は、約５マイクロメートルよりも大きい平均の繊維幅を有することができる。繊維は、
約５マイクロメートル～約５０マイクロメートルの平均の繊維幅を有することができる。
繊維は、約５ｍｇ／１００ｍよりも大きい粗さを有することができる。繊維は、約５ｍｇ
／１００ｍ～約７５ｍｇ／１００ｍの粗さを有することができる。
【００４９】
　繊維は、円形、ドッグボーン形状、デルタ形（すなわち三角形の断面）、三葉形、リボ
ン形、又はステープル繊維として典型的に製造される断面形状を有することができる。同
様に、繊維は２成分繊維のような複合繊維とすることができる。繊維は捲縮させ、潤滑剤
を塗布するなどの仕上げを有してもよい。
【００５０】
　基材材料は、その柔軟性及び質感を改善するために処理することができる。基材には、
米国特許第５，１４３，６７９号に記載されるような物理的処理、ハイドロモールディン
グ、ハイドロエンボス加工、及びリングローリング；米国特許第５，５１８，８０１号に
記載されるような構造的伸長処理；米国特許第５，９１４，０８４号、同第６，１１４，
２６３号、同第６，１２９，８０１号、及び同第６，３８３，４３１号に記載されるよう
な圧密化（consolidation）処理；米国特許第５，６２８，０９７号、同第５，６５８，
６３９号、及び同第５，９１６，６６１号に記載されるようなストレッチアパーチャリン
グ；米国特許第７，０３７，５６９号に記載されるような差分伸長処理、並びに米国特許
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第７，５５３，５３２号及び米国特許第７，４１０，６８３号に記載されるような他の固
体成形技術；領域活性化など；基材の一部又は全体を疎水性及び／又は親水性とするよう
な化学処理など；熱エンボス加工、加熱による繊維の軟化、熱接着などの熱処理；並びに
これらの組み合わせなどの様々な処理を行うことができる。
【００５１】
　理論に束縛されることを望むものではないが、テクスチャ加工された基材は、クレンジ
ング時に表面から汚れをつかむか又は別の形で持ちあげる能力を高めることにより、汚れ
の除去を更に容易にすることができるものと考えられる。連続的なハイドロモールドされ
た要素、中空成形要素、中実成形要素、円形、正方形、矩形、長円形、楕円形、不規則円
形、渦巻き形、渦巻き模様、クロスハッチ、ペブル、整列された円、つながった不規則円
、半円形、波線、吹き出し線（bubble lines）、パズル形、葉形、縁取りされた葉形、プ
レート形、つながった円形、変化する曲線、ドット、ハニカムなど、及びこれらの組み合
わせのような多くのテクスチャ要素のいずれも、クレンジング時に表面から汚れをつかむ
か又は別の形で持ちあげる能力を高めるのに有用となり得る。テクスチャ要素は、中空の
要素であってよい。テクスチャ要素は、互いに接続されてもよい。テクスチャ要素は、互
いに重なり合ってもよい。
【００５２】
　基材は、約１５、３０、４０、又は４５ｇ／ｍ２～約６５、７５、８５、９５、又は１
００ｇ／ｍ２の坪量を有し得る。適当な基材として、Ｓｕｏｍｉｎｅｎ（Ｔａｍｐｅｒｅ
，Ｆｉｎｌａｎｄ）からＦＩＢＲＥＬＬＡ（登録商標）３１６０として入手可能な、５８
ｇ／ｍ２の坪量を有する、ビスコース繊維とポリプロピレン繊維との４０／６０ブレンド
を含むカード不織布がある。ＦＩＢＲＥＬＬＡ（登録商標）３１６０は、６０重量％の１
．５デニールのポリプロピレン繊維と４０重量％の１．５デニールのビスコース繊維とを
含む５８ｇ／ｍ２の不織布ウェブである。別の適当な材料として、５０重量％の１．５デ
ニールのポリプロピレン繊維と５０重量％の１．５デニールのビスコース繊維とからなる
６２ｇ／ｍ２の不織布ウェブであるＦＩＢＲＥＬＬＡ（登録商標）３１００がある。これ
らの市販の繊維ウェブのいずれにおいても、平均の繊維長さは約３８ｍｍである。基材と
しての使用に適した別の材料として、Ｓａｎｄｌｅｒ　ＡＧ（Ｓｃｈｗａｒｚｅｎｂａｃ
ｈ／Ｓａｌｌｅ，Ｇｅｒｍａｎｙ）より販売されるＳＡＷＡＴＥＸ（登録商標）２６４２
がある。基材としての使用に適した更に別の材料として、約５０ｇ／ｍ２～約６０ｇ／ｍ
２の坪量を有し、ビスコース繊維とポリプロピレン繊維との２０／８０ブレンドを有する
ものがある。基材は、パルプとビスコース繊維との６０／４０ブレンドであってもよい。
代表的な不織布基材が、米国特許出願公開第２０１２／０６６８５２号及び米国特許出願
公開第２０１１／２４４１９９号に記載されている。
【００５３】
　特定の実施形態では、基材の表面はほぼ平坦である。他の実施形態では、基材の表面は
、隆起及び／又は陥没部分を場合により含有してもよい。これらの隆起及び／又は陥没部
分は、ロゴ、標示、商標、幾何学模様、基材によって拭かれる表面（すなわち、乳児の身
体、顔など）のイメージの形態とすることができる。これらの隆起及び／又は陥没部分は
、基材の表面上にランダムに配置されてもよく、又は何らかの形状の繰り返しパターンで
あってもよい。
【００５４】
　更なる他の実施形態では、基材は生分解性であってもよい。例えば、基材は、ポリエス
テルアミド又は高湿潤強度セルロースなどの生分解性材料で形成することができる。特定
の代表的な形態では、基材は分散性であってよい。
【００５５】
　商品
　一実施形態では、商品を提供することができる。商品は、容器と、少なくとも１つの本
明細書に述べられるウェットワイプと、を含むことができる。
【００５６】
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　容器としては、これらに限定されるものではないが、ＰＥＴ製カップ、フローラップパ
ウチ、及び不織布物品に適当なものとして当該技術分野では既知の他のパッケージングが
挙げられる。更に、容器は、個々のウェットワイプの取り出しを容易とするように製造す
ることもできる。
【００５７】
　容器は、１乃至複数の任意の適当な材料で形成することができ、任意の適当な方法で製
造することができる。例えば、容器は、ポリスチレン、ポリプロピレン、ＰＥＴ、ＰＯＥ
Ｔ、ポリエチレン、ポリエステル、ポリビニルアルコールなどで形成することができる。
容器は上記の材料の混合物で形成することもできる。容器は、例えば、真空成形法若しく
は射出成形法、又は任意の適当な方法により製造することができる。
【００５８】
　容器、並びに容器本体、蓋、容器の要素（例えば、蓋のアタッチメント、ヒンジ、ジッ
パー、固定補助具など（ただしこれらに限定されない））を含む（ただしこれらに限定さ
れない）容器の更なる任意の構成要素についての更なる情報は、米国デザイン特許第４５
１，２７９号、同第４３７，６８６号、同第４４３，５０８号、同第４４３，４５１号、
同第４２１，９０１号、同第４２１，９０２号、同第４１６，７９４号、同第４１４，６
３７号、同第４４５，３２９号、米国特許第３，９８２，６５９号、同第３，９６７，７
５６号、同第３，９８６，４７９号、同第３，９９４，４１７号、同第６，２６９，９７
０号、同第５，７８５，１７９号、同第５，３６６，１０４号、同第５，３２２，１７８
号、同第５，０５０，７３７号、同第４，９７１，２２０号、同第６，２９６，１４４号
、同第６，３１５，１１４号、同第４，８４０，２７０号、同第４，４７１，８８１号、
同第５，６４７，５０６号、同第６，４０１，９６８号、同第６，２６９，９６９号、同
第６，４１２，６３４号、同第５，７９１，４６５号、同第６，０９２，６９０号；Ｃｈ
ｉｎに発行された２００２年５月３０日公開の米国特許出願公開第２００２／００６４３
２３号；並びに２０００年５月１８日に公開され、Ｔｈｅ　Ｐｒｏｃｔｅｒ　＆　Ｇａｍ
ｂｌｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ）に譲渡された国際公開第ＷＯ　００／２７２６８号；２００２
年２月２１日に公開され、Ｔｈｅ　Ｐｒｏｃｔｅｒ　＆　Ｇａｍｂｌｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ
に譲渡された国際公開第ＷＯ　０２／１４１７２号；及び１９９９年１１月４日に公開さ
れ、Ｔｈｅ　Ｐｒｏｃｔｅｒ　＆　Ｇａｍｂｌｅ　Ｃｏｍｐａｎｙに譲渡された国際公開
第ＷＯ　９９／５５２１３号に見ることができる。
【００５９】
　ローション安定性試験法
　この方法を用いて、ローションエマルション組成物の安定性を測定することができる。
ＡＳＴＭ　Ｄ３７０７－８９試験法Ｂに従い、ローションエマルション組成物の試料１０
０ｍｌを１００ｍｌメスシリンダーに入れ、８５±１℃に維持した対流オーブン中で９６
時間、インキュベートした。インキュベート後、シリンダーをオーブンから取り出し、室
温で１時間静置する。ローションエマルション組成物は、ローションエマルション組成物
中の油性物質が分離していることを示す目に見える材料の層がその上に浮いている場合に
不安定と判定される。ＡＳＴＭ　Ｄ３７０７－８９に示されるように、油分と水分との分
離の量、又は上層と下層の含水量を定量化する必要はない。
【００６０】
　ローション乾燥速度法
　この方法を用いて、ローションエマルション組成物の平均の乾燥速度を測定することが
できる。ＡＳＴＭ　Ｅ１８６８－１０に従い、試料の質量及び温度を時間の関数として連
続的に記録することが可能な、ＴＡ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓにより製造されるＴＧＡ　
Ｑ５００のような熱重量分析装置を使用して、試料の質量変化速度を測定する。分析装置
の炉及び流量パラメータを、３７℃の等温及び１００ｍｌ／分の絶乾窒素にそれぞれ設定
する。ローションエマルション組成物の試料１０ｍｇを試料ホルダーに入れ、試料の質量
を記録する。試料が試験温度に達した時点で、分析装置がこの時間を実験の時刻０に設定
する。次いで、試料の質量を２．５分毎に全体で３０分間記録し、その時点で実験を終了
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する。この実験を１つの試料のタイプにつき３回反復し、時間間隔当たりの平均の質量損
失率（％）を計算して報告する。次いで、時刻０～時刻１０分までの平均の試料の質量変
化率（％質量／分）を測定することによって乾燥速度を計算する。例示的な例を示す。
【００６１】
【表１】

【００６２】
【数１】

【００６３】
　ローション粘着力法
　この方法を用いて、ローションエマルション組成物が規定の表面上で乾燥する間にロー
ションエマルション組成物が示す粘着性の平均の量を測定することができる。
【００６４】
　粘着性は、コンピュータインターフェースを有する定速伸張引張試験機（適当な装置と
して、ＭＴＳ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｃｏｒｐ．（Ｅｄｅｎ　Ｐｒａｉｒｉｅ，ＭＮ）より販
売されるＴｅｓｔｗｏｒｋｓ　４．０ソフトウェアを使用するＭＴＳ　Ｉｎｓｉｇｈｔが
ある）を使用し、測定される力がセルの限界値の１％～９０％の範囲内であるロードセル
を用いて測定する。粘着力プローブ（図１～３Ａを参照）をロードセルに固定する。粘着
力プローブの下側部分は、１６．５ｇ±０．５ｇの質量を有する必要がある。ベースプラ
ットフォーム（図４参照）を引張試験機の基部に取り付ける。試験はすべて、約２３±２
℃及び約５０±２％の相対湿度に維持された調湿室内で行う。
【００６５】
　引張試験機は、伸長／圧縮試験を行って、クロスヘッドが５ｍｍ／秒の速度で５０サイ
クル上昇する際に２００Ｈｚの取得レートで力及び伸長率のデータを収集するようにプロ
グラムされる。粘着力プローブは、下側部分が、上側部分によって支持されずに、その自
重の作用下でちょうど静止しはじめるまで下降させる。その時点で粘着力プローブを１ｍ
ｍ持ち上げる。プレロード工程において、粘着力プローブは、試料に０．２Ｎ（５ｇの力
）が加えられるまで１３ｍｍ／分の速度で下降する。プレロード工程の後、粘着力プロー
ブは更に６ｍｍ下降してから停止し、すぐに９ｍｍ上昇することで、粘着力プローブを試
料の表面から３ｍｍ上に持ち上げる。これを５０サイクル繰り返す。
【００６６】
　試験に先立って試験するすべての試料を、２３±２℃及び相対湿度５０±２％で少なく
とも２４時間調整する。各試験試料は、コピー用紙（Ｓｔａｐｌｅｓ．ｃｏｍ，Ｄｉｖｅ
ｒｓｉｔｙ　Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓより入手可能なＳｔａｐｌｅｓ（登録
商標）Ｍｕｌｔｉｕｓｅペーパー、９ｋｇ（２０ｌｂ）、９２Ｂｒｉｇｈｔ、２２ｃｍ×
２８ｃｍ（８　１／２インチ×１１インチ）、５，０００枚／ケース、アイテム：８１８
０５１、モデル：ＤＰＳ０８５１１）の直径２８．５ｍｍの２枚のディスクからなる２つ
の表面で構成される。このコピー用紙のディスクを、両面テープＩｎｔｅｒｔａｐｅ　Ｐ
ｏｌｙｍｅｒ　ｇｒｏｕｐより販売されるＤｏｕｂｌｅ－Ｃｏａｔｅｄ　Ｔａｐｅ　５９
２など）を使用して図１の下側固定部材の下面及び図４のベースプラットフォームの上面
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スクの余分な部分は基部の縁の周囲に折り曲げる。別のコピー用紙ディスクをベースプラ
ットフォームの中心に貼着する。粘着力プローブとベースプラットフォームとは、１個の
垂直な中心点を共有する。粘着力プローブの上側部分を、粘着力プローブの下側固定部材
とベースプラットフォームとの間に隙間ができるまで上昇させ、マイクロピペット（Ｍｅ
ｔｔｌｅｒ－Ｔｏｌｅｄｏ　Ｒａｉｎｉｎ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ　ＬＬＣ）より入手可
能なＲａｉｎｉｎ　Ｃｌａｓｓｉｃ　ＰＲ－１００）を使用して、３０μＬのローション
エマルション組成物をベースプラットフォーム上のコピー用紙ディスクの中心に置く。
【００６７】
　試験を開始し、データを収集する。コピー用紙の２枚のディスクを分離するのに要した
最大の力を各サイクルで収集した。それぞれのタイプのローションエマルション組成物に
ついて、毎回新しい紙ディスクのペアを使用して少なくとも５回試験を反復する。各サイ
クルで、平均の最大分離力（ｇ）を計算する。２５サイクルでの平均の最大分離力を、乾
燥しつつあるローションエマルション組成物が示す粘着力の平均の測定値として用いる。
【実施例】
【００６８】
　本発明のローションエマルション組成物においては、驚くべきことに、防腐剤増強剤が
、例えば香料又はシリコーン含有材料のような疎水性材料の充分な乳化をもたらすことが
でき、これにより、低濃度のカプリル酸ソルビタン又はカプリル酸／カプリン酸グリセリ
ルなどの防腐剤増強剤を含む防腐剤システムは、キサンタンガムなどのレオロジー改質剤
が低濃度であっても安定したシステムを形成する。更に、本発明のローションエマルショ
ン組成物においては、驚くべきことに、キサンタンガム及びカプリル酸ソルビタン又はカ
プリル酸／カプリン酸グリセリルのような低濃度のレオロジー改質剤及び防腐剤増強剤の
使用によって、より速やかなローション乾燥速度とより低い粘着性がもたらされる。
【００６９】
　以下の実施例は、安定したシステムを形成すると同時に速やかに乾燥し、粘着性が低い
という本発明のローションエマルション組成物の特有の性質を実証する、例示的かつ非限
定的なローションエマルション組成物である。
【００７０】
　実施例１は、本発明の代表的なローションエマルション組成物の１つである。この組成
物は、低濃度のキサンタンガムを低濃度の防腐剤増強剤とともに含むことで、６．６１％
質量／分の速やかな乾燥速度及び１５．５ｇの低い粘着力（ローション乾燥速度法及びロ
ーション粘着力法によってそれぞれ測定される）を有する安定したシステム（ローション
安定性試験法によって測定される）が与えられている。これと比較して、より高い濃度の
キサンタンガムを含む実施例２は、やはり安定したシステムを与える一方で、５．８８％
質量／分とより遅い乾燥速度及び３６．１ｇとより高い粘着力を有している。やはりこれ
と比較して、より低い濃度のキサンタンガムを含む実施例３では、安定したシステムが与
えられていない。
【００７１】
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【表２】

　＊Ｊｕｎｇｂｕｎｚｌａｕｅｒ（Ａｕｓｔｒｉａ）より供給されるＸａｎｔｈａｎ　Ｆ
Ｇ
　†Ｅｖｏｎｉｋ　Ｇｏｌｄｓｃｈｍｉｄｔ　Ｃｏｒｐ（Ｈｏｐｅｗｅｌｌ，　Ｖｉｒｇ
ｉｎｉａ）より供給されるＡｂｉｌ　Ｃａｒｅ　８５
　□ＣｌａｒｉａｎｔよりＶＥＬＳＡＮ（登録商標）ＳＣの商品名で、Ｐｅｔｅｒ　Ｃｒ
ｅｍｅｒよりＣｒｅｍｅｒＣＯＯＲ（登録商標）ＧＣ８１０、ＣｒｅｍｅｒＣＯＯＲ（登
録商標）ＧＣ８、若しくはＩＭＷＩＴＯＲ（登録商標）７４２の商品名で、又はＡｂｉｔ
ｅｃよりＣＡＰＭＵＬ（登録商標）７０８Ｇの商品名で供給されるカプリル酸ソルビタン
又はカプリル酸／カプリン酸グリセリル。
【００７２】
　実施例４及び５は、本発明において教示される防腐剤増強剤を含まない防腐剤システム
を含むローションエマルション組成物を示している。これらの２つの実施例は、低濃度の
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防腐剤を含み、なおかつ速やかな乾燥速度及び低い粘着性を有する安定したエマルション
組成物を実現することが容易ではないことを示している。
【００７３】
【表３】

【００７４】
　以上をまとめると、これらの実施例は、カプリル酸ソルビタン又はカプリル酸／カプリ
ン酸グリセリルなどの防腐剤増強剤と、キサンタンガムなどの低濃度のレオロジー改質剤
との固有の組み合わせによって、安定した、より速やかに乾燥し、低い粘着性を有し、含
まれる防腐剤増強剤及びレオロジー改質剤が約０．３重量％未満であることで優しいもの
となっているローションエマルション組成物が得られることを示すものである。
【００７５】
　本明細書において開示される寸法及び値は、列挙される正確な数値に厳密に限定される
ものと理解すべきではない。むしろ、特に断らない限り、こうした寸法はそれぞれ、列挙
された値及びその値の周辺の機能的に同等の範囲の両方を意味するものとする。例えば、
「４０ｍｍ」として開示される寸法は、「約４０ｍｍ」を意味するものとする。
【００７６】
　相互参照されるか又は関連するすべての特許又は特許出願、及び本願が優先権又はその
利益を主張するすべての特許出願又は特許を含む、本願に引用されるすべての文書は、明
確に除外されること又は他の形で限定されることが断られない限り、その全容を本願に援
用するものである。いずれの文献の引用も、こうした文献が本願で開示又は特許請求され
る任意の発明に対する先行技術であることを容認するものではなく、また、こうした文献
が、単独で、あるいは他の任意の参照文献との任意の組み合わせにおいて、こうした発明
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のいずれかを教示、示唆又は開示していることを容認するものでもない。更に、この文献
における用語のいずれかの意味又は定義が、参照によって援用される文献における同じ用
語のいずれかの意味又は定義と矛盾する場合には、本文書においてその用語に与えられる
意味又は定義が優先するものとする。
【００７７】
　本発明の特定の実施形態を例示及び説明したが、本発明の趣旨及び範囲から逸脱するこ
となく、他の様々な変更及び改変を行うことができる点は当業者には明らかであろう。し
たがって、本発明の範囲内にあるそのようなすべての変更及び改変は、添付の特許請求の
範囲において網羅するものとする。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図３Ａ】

【図４】
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